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令和８年度　部長方針

部 部長

　

・新たな犯罪への対策や体感治安の向上に向けた施策の研究・実施
・避難所運営訓練及び避難所運営協議会の運営
・交付金を活用した避難所環境の整備
・第３次環境基本計画に係る各種施策の実践及び新規事業調査
・中心市街地活性化プランの推進
・にぎわい交流拠点の整備に向けた取り組み
・物価高騰に対する市民及び事業者の支援である「織りなすクーポン」支給事業の実施
・庁内各課と連携した駅前行政センター整備に向けた各種調整
・マイナンバーカードに係る各種手続きの簡素化、混雑緩和に向けた施策の検討
・多文化共生指針の推進（特に各地域における外国人キーパーソンの発掘）
・パートナーシップ（ファミリーシップ）制度の対象サービス等の拡大
・蕨市国民健康保険データヘルス計画の推進
・健康診査事業の確実な実施及び医療費適正化事業の実施
・各地区コミュニティ事業の実施

３．部員に求める必要な心構え

・担当業務について理解を深め、改善意識を高める。
・常に市民の立場に立って考え行動する。
・他部署も含め、職員間の連携を深め、協力体制を確立する。

市民生活部 佐藤　則之

部の運営方針

1．業務遂行にあたっての基本的スタンス

・安全・安心・きれいでにぎわいのあるまちづくりを市民とともに考え、推進する。
・国籍、性別等にかかわらず、すべての市民が健康で安心して暮らせる環境づくりに努める。
・職員は常に市民目線に立ち、市役所の顔として、迅速、丁寧な窓口対応を行う。
・常に問題意識を持ち、積極的に業務改善に取り組む。
・市民、関係団体との対話を大切にし、市への要望を的確に把握する。
・繁忙期等、部内の業務増減にあたり、人員を適宜調整し臨機応変に対応する。

２．重点的に取り組む事業とその目標



令和８年度　課長方針

部課 課長

　

目標

・犯罪発生件数（自転車盗）の減少
・特殊詐欺被害件数（被害額）の減少

町会活動への支援と町会加入世帯数の増加

・人身事故件数（死亡事故）の減少
・自転車関連交通事故死傷者数の減少
・自転車ヘルメット着用者の増加
・青切符制度周知のための各種啓発（キャンペーン・
交通安全教室）

事業名 事業内容

市民生活部　安全安心課 加藤　宏之

課の運営方針

○業務遂行にあたっての基本的なスタンス
・市民要望を常に考え、可能な限りこたえられるように努力する。
・重点事業　窓口・電話接遇全般
・目標　市民の方には、迅速な対応を心がけ、市民目線の親切な対応をする。
○課員に求める必要な心構え
・担当する職務の垣根を越え、協力しながら全体で事業等にあたる。
・常に問題意識を持ち、業務改善を心がける。
・現場を確認し迅速な対応を心がける。
・課内、係内の意思疎通を密にし、誰もが同じレベルの処理・対応を行う。

主要事業

防犯対策

・家庭用防犯カメラ設置費に対する補
助
・青色防犯パトロールの実施
・徒歩防犯パトロールの実施
・街なか防犯カメラ及びLED防犯灯
の維持管理
・犯罪発生抑止のためのキャンペーン
実施
・駐輪、防犯指導のため、自転車盗難
等防止対策事業を継続
・通話録音機能付電話機購入に対す
る補助

自治振興
町会長連絡協議会と協働による町会
活動の周知

交通安全推進

・スケアードストレイト教室教育技法に
よる交通安全教室の実施
・交通安全意識啓蒙活動キャンペーン
の実施
・高齢者の運転免許証自主返納奨励
施策の実施
・自転車用ヘルメット購入費補助及び
各種啓発を通じて、自転車ヘルメット
着用の促進
・自転車の青切符（交通反則通告制
度）導入の周知



目標事業名 事業内容

主要事業

災害予防
対策事業

・各種広報媒体や出前講座などを通じて、市民の皆さ
んへの啓発を図る。
・平常時から非常用物資を確保しておくため、計画的
な備蓄及び管理を推進するとともに、より有用な防
災用品の情報やその備蓄数量、備蓄方法などについ
ても研究を進める。なお、避難生活の更なる環境改
善を図るため、令和8年度は、地域未来交付金（地域
防災緊急整備型）を活用し、災害対策用備品の整備
を推進する。

自主防災
組織育成
事業

・自主防災組織による防災訓練の実施を支援
・蕨防災士会とともに災害図上訓練等を実施し、自主
防災組織リーダーを育成
・より実践的な避難所運営訓練を実施
･指定避難所全19か所に設置した、避難所運営協議
会を継続的に実施

防災関連
機器等の
整備

・災害対策本部と避難所間などの通信用無線として
使用しているMCAアドバンスのサービスが、令和9
年3月をもって終了することから、引き続き、災害時
等における通信手段の多重化・多様化を図っていく
ため、ハイブリッドIP無線の契約に向けた調整を進め
ていく。
・指定避難所となる西公民館(錦町コミュニティ・セン
ター)の移転に合わせて、防災行政無線や災害時特設
公衆電話など、防災に関連する機器や資機材の更新・
移設を円滑に進められるよう、調整を図る。

関係団体
との災害
協定

災害発生時等における各種応急復旧活動に関する人
的・物的支援について、関係団体からの協力を得る。

災
害
対
策

・市民に向けて防災意識や避難行動
について啓発
・非常用物資等の整備

・自主防災組織の災害対策用資機材
購入に対する交付金の交付
・自主防災組織リーダーの育成
・避難所運営訓練及び避難所運営協
議会の継続的な実施

・ハイブリッドIP無線の導入
・西公民館移転に伴う防災関連機器
等の更新・移設

関係団体と災害協定を締結



目標事業名 事業内容

主要事業

・脱炭素社会の実現に向け、第３次環境基本計画に示
した施策のうち重点プロジェクトを中心に計画的に
推進する。
・再生可能エネルギーを活用した地球温暖化対策に
有効な設備の普及促進を図る。
・第3次蕨市環境基本計画及び地方公共団体実行計
画（事務事業編）の見直しに向けての準備
・群馬県片品村と森林整備の実施に関する協定に基
づき、森林整備及び環境学習を実施するほか、同村
以外の自治体との新たなカーボンオフセット事業の
検討
・埼玉県内自治体との新たなカーボンオフセットの締
結
・各家庭などで気軽に緑を増やし、二酸化炭素の吸収
量を高めるとともに、緑と土にふれあう機会を創出
し、プランターによる家庭菜園の普及を図るととも
に、その機運醸成に向けて、フォトコンテストを開催す
る。
・自力でごみ出しが困難でひとり暮らしの高齢者宅の
ごみの戸別収集の実施を継続する。
・カラス対策として、折りたたみ式燃やすごみ回収Ｂ
ＯＸを１００台増設し、町会に配布
・青い資源回収かごに代わる軽量のネット型容器を３
００台に増設し、町会に配布
・飼い主のいない猫への手術に対する補助金交付事
業を関係団体の協力を得て実施する（予算措置10頭
分）。
・たい肥と花苗交換事業参加者の増加
・リチウムイオン電池等・小型家電の分別区分の変更
に伴い、日本語版「ごみの分け方・持ち出しかた」を改
訂し、4月に全戸配布実施
・リチウムイオン電池等に起因する火災への対策とし
て、資源回収容器の表記を変更するほか、リチウムイ
オン電池等回収袋やチラシの全戸配布を実施し、周
知啓発を図る。
・特に外国人住民に対するごみ出しルールの徹底を
強化を図るため、クリーンステーション及びリサイク
ルステーション各100か所に英語、中国語、韓国語、
ベトナム語の多言語で表記した看板を新たに作成し、
設置を行う。

環境対策

・第３次環境基本計画の施策の推進
・地球温暖化対策設備等設置費補助
金の拡充及び市民・事業者への周知・
交付
・片品村とのカーボンオフセット事業・
環境学習の継続のほか、他自治体と
の新たなカーボンオフセット事業の検
討
・プランター・ファームｉｎわらびの推
進
・ふれあい収集の実施
・折りたたみ式燃やすごみ回収ＢＯＸ
の増設
・青いかごに代わる軽量のネット型容
器の増設
・飼い主のいない猫に対し、不妊・去
勢手術を受けさせた市民に対し、１頭
当たり不妊手術6,000円・去勢手術
4,000円の補助金を交付する。（飼
い主のいない猫の不妊・去勢手術費
補助金交付事業）
・たい肥化による生ごみの有効活用
（花苗交換事業）
・リチウムイオン電池等の分別徹底の
強化
・ごみ出しルール周知の強化



令和８年度　課長方針

部課 課長

目標

①市役所仮設庁舎跡地を活用した官民連携による中
山道のにぎわい交流拠点整備に向けた取り組みを進
める。
また、魅力あるイベントの継続など、オープンスペー
スや公共空間を活用したにぎわいの創出に努める。
②空き店舗解消に向けた取り組みや、既存店舗の経
営強化を図る。また、地域資源を活用したシティプロ
モーションを推進する。
③にぎわい交流拠点整備事業等の都市基盤整備に
おいて、ユニバーサルデザイン化の推進を図る。

①蕨ブランド認定品を市内外へ積極的にＰＲし、市の
イメージアップにつなげる。
②住宅改修資金助成（住宅リフォーム助成）制度を引
き続き実施し、市内経済の活性化を図る。
③蕨商工会議所と連携し、創業講座や個別相談を開
催するなど、市内での創業を目指す方々を支援する。
④商店街が行う各種活性化事業を支援する。
⑤空き店舗有効活用事業補助金制度を活用した創業
支援のほか、「空き店舗等の有効活用等の促進に関
する協定」を締結した、本市と蕨商工会議所、埼玉り
そな銀行、不動産事業者の㈱ジェクトワンの４者によ
り空き店舗対策を推進する。
⑥蕨市魅力ある店舗づくり支援事業補助制度を活用
し、地域課題の解決や、集客力の向上及び売上の増
加を図る取り組みを進める店舗を支援する。

物価高騰に対する家計の応援と、地域経済の活性化
を図る支援策として、蕨市暮らし応援券「織りなす
クーポン」支給事業第３弾を実施するほか、国、県が
実施する経済対策に関し、市内事業者へ速やかに情
報提供を行う。

事業名 事業内容

市民生活部　商工観光課 松永　祐希

課の運営方針

○にぎわいと魅力あふれるまちづくりを推進
・業務に関する情報の共有化を図り、共通認識をもって取り組む。
・先を見据えた対応に心がけ、問題意識を持って取り組む。
・担当業務にとどまらず、協力しながら全体で業務にあたる。

主要事業

中心市街地活性
化

中心市街地活性化プランの推進
①多様な活動が生まれる中心市街地
づくり
②多様なサービスを楽しめる商業空
間づくり
③中心市街地や商業活動を支援する
まちづくり

商工業活性化支
援

①蕨ブランドのＰＲ
②住宅改修資金助成（リフォーム助
成）制度の実施
③創業支援
④商店街活性化事業に対する支援
⑤空き店舗の解消に向けた取り組み
⑥蕨市魅力ある店舗づくり支援事業

中小企業支援
物価高騰の影響を受けている事業者
への支援



目標事業名 事業内容

主要事業

①蕨の魅力を発信する苗木市・藤まつり（4月）、あさ
がお・ほおずき市（6月）、機まつり（8月）、宿場まつり
（11月）について、安全面等に配慮しながら実施す
る。
②女子サッカーを応援するまち蕨として、女子プロ
サッカーリーグ「WEリーグ」との連携をはじめ、サ
ポーター協定を締結している「ちふれASエルフェン
埼玉」との連携事業を通じた観光振興及び地域振興
を推進する。
③ふれあい交流協定を結んでいる群馬県片品村と栃
木県大田原市のほか、山梨県笛吹市の宿泊施設を利
用した市民に宿泊費の一部を助成する。

①群馬県片品村の農家と連携し、地域資源である「わ
らびりんご」の生産拡充を図りながら、わらびりんご
生産管理団体と協力し、新たな商品開発に取り組む
など、「わらびりんご」によるシティプロモーションを
推進する。
②園芸品評会の開催のほか、学校給食センターと連
携し、児童生徒へ蕨産野菜のメニューを提供する。ま
た、市内農家の協力による芋ほり体験の場や、ファミ
リー菜園を整備し、多くの市民が土に親しむ機会を提
供する。
③安全安心課との連携により、市内農家等が育成し
た野菜苗などを市民に配布し、庭先やベランダなど
のスペースを活用したプランター栽培を推進する「プ
ランターファームinわらび」に取り組む。

働き方改革関連法が施行され、労働をめぐる様々な
問題が注目されていることから、労働関係の身近な
問題をテーマにして、より良い職場環境づくりに役立
つ知識を提供するセミナーを開催する。

観光振興
①機まつり等、観光イベントの開催
②女子サッカー応援事業
③ふれあい交流宿泊費の助成

農業振興

①わらびりんご推進事業
②安全安心な蕨産野菜の提供や、自
然と触れ合う場の確保
③プランターファーム事業を推進

勤労者支援
勤労者や事業者に対し、より良い職
場環境づくりに役立つ知識の提供



令和８年度　課長方針

部課 課長

目標

支援措置対象者等の個人情報の保護を徹底する。

庁舎内設置の交付機の案内及び利便性の周知により
コンビニ交付の利用拡大を図る。

データ処理にあたっては遺漏なく確認を行い、期限
どおりの運用を目指す。

事業名 事業内容

市民生活部　市民課 岡田　陽一

課の運営方針

・住民基本台帳事務、戸籍事務、国民年金事務、個人番号カード交付事務について職員研修を実施し、解決すべ
き事案を速やかに検討し、情報共有を行い適切な窓口サービスが提供できるよう努める。
・個人情報を守る責務があることを職員一人ひとりが認識し、住民票の写し等の証明発行業務、外部内部を問
わず問い合わせ等には十分注意を払い、個人情報の保護を徹底する。
・窓口で、笑顔での挨拶や身だしなみ、言葉づかいや態度などに気をつける。また、相手の話をよく聞き、相手
の立場に立って分かりやすい説明をすることにより手続をスムーズに行い、来庁した方に満足していただける
よう努める。
・多言語対応の申請書や「やさしい日本語」等を使用して外国人住民にもわかりやすい説明ができるよう職員の
スキル向上を図る。
・申請受付から手続完了までにかかる時間を短縮するため、職員一丸となって効率的に業務を行い、窓口の混
雑緩和を図る。特に個人番号カードの交付枚数が増加しているため、交付窓口体制の充実を図る。

主要事業

住民基本台帳事
務における支援
措置

ドメスティック・バイオレンス及びス
トーカー行為等の被害者保護のため、
関係各課と連携を図り、支援措置対
象者等の住所の漏洩を防ぐ。

正確でスムーズ
な窓口構築

職務能力の向上及び庁舎外で対応可
能な手続きの周知

戸籍の振り仮名
登録

蕨市に本籍のある方々への振り仮名
登録処理



令和８年度　課長方針

部課 課長

目標

・各種相談の周知及び活用を推進する。
・身近な事柄を気軽に相談できる環境づくりに努め
る。
・外国人住民の相談対応の推進を図る。

・制度の周知・啓発を進め、市民や各種団体が社会や
地域の課題に積極的に関われる環境づくりを進め
る。
・SDGｓ推進事業終了後も、団体独自で事業が継続
できるよう、活動支援に努める。

・第３次蕨市男女共同参画パートナーシッププランに
基づき、誰もが平等で自分らしく活躍できる蕨を促
進する。
・男女共同参画地域推進事業及び同セミナーを社会
情勢等に見合ったテーマを的確に捉えて開催し、男
女共同参画に対する意識の高揚を図る。
・「第４次ＤＶ防止基本計画・第1次困難な問題を抱え
る女性支援計画/ＤＶ対策及び困難な問題を抱える女
性支援基本計画」に基づき、支援対象者に寄り添った
きめ細やかな支援を継続する。
・パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の啓発
及び対象となる行政サービスや対象者の拡充を図
る。

・人権擁護委員よる人権相談、人権教室の開催及び
啓発活動を同委員と連携して推進する。
・人権の花運動を実施する。

・多文化共生指針に基づき、各種取り組みを着実に実
施する。
・市民との協働で、日本人住民と外国人住民との交流
事業を開催し、相互理解を図り、多文化共生社会を推
進する。
・外国人総合相談窓口の周知・利用促進を図り、外国
人住民への適切な行政サービスの享受等暮らしの安
全・安心を推進するとともに、履行すべき義務の内容
及び地域社会のルール等の理解を深める。

事業名 事業内容

市民生活部　市民協働課 川邉　ユカリ

課の運営方針

・市役所の総合窓口として、来庁者の立場になり、親切で丁寧な対応を行う。
・業務改善を常に意識し改善に努めるともに、業務上の課題は、課内で共有、議論を重ね解決を図る。
・自己研鑽に努め、質の高い業務遂行に努める。
・わらびネットワークステーションの充実を図り、市民活動を活発化し、協働のまちづくりを進める。
・男女共同参画の意識の高揚と推進体制の充実を図り、多様性を認め合い、個性と能力を発揮して自分らしく
活躍できる社会の実現を推進する。
・日本人住民と外国人住民との相互理解を図り、ともに豊かに生きることのできる多文化共生のまちづくりを
進める。

主要事業

人権啓発事業
お互いを尊重する心を育み、人権意
識の高揚を図りながら市民の人権擁
護を推進する。

多文化共生事業

国籍や民族などの異なる人々が、多
様な価値観を認め合いながら、とも
に学び・働き・安心して暮らせる地域
づくりを推進する。

市民相談事業
市民生活における多種多様な問題に
寄り添い、その解決を導き出し、安
心・安全な市民生活の増進を図る。

SDGｓ推進事業

市民活動団体等が、市との協働で、社
会や地域課題の解決を目指す事業に
対して補助金を交付し、市民の主体
的な活動により、安全・安心で快適な
まちを推進する。

男女共同参画事
業

一人ひとりの人権やジェンダー平等
についての認識や理解を深める取り
組みを進め、性別にかかわりなく、そ
の個性と能力を発揮し、誰もが平等
な立場で、あらゆる分野に参画でき
る男女平等参画社会を目指す。また、
ＤＶに関する相談や被害者の支援や
自立に向けた情報提供や援助等を行
う。



令和８年度　課長方針

部課 課長

目標

・受診率の向上
　（前年度よりも上昇）
・受診意欲を高めるため、啓発活動の実施

・ジェネリック医薬品の数量シェアの向上
（前年度よりも上昇）

・重症化予防対策における保健指導においては、各々
選定対象者の10％程度を実施目標人数とする

・データヘルス計画の中間見直しを通じて「医療費の
適正化」及び「健康寿命の延伸」についての評価達成
状況を把握し、令和１１年度の最終評価に向けて必要
に応じて事業の強化改善を図る

事業名 事業内容

市民生活部　医療保険課 大山　麻美子

課の運営方針

・国民健康保険制度・後期高齢者医療制度の安定的運営への取り組み
　制度の健全な運営に向け、制度の内容や保険税（料）などに関する市民の理解促進に努めるとともに市民満
足度の高い窓口応対を心掛ける。
・保健事業への取り組み
　生活習慣病の早期発見・早期対応・重症化予防を図るため特定健診の受診率向上を図る。
・医療費適正化への取り組み
　第２期データヘルス計画（令和6～11年度）に基づき、医療費適正化対策に取り組んでいく。

主要事業

健康診査事業

市民の健康増進と医療費の抑制を図
るため、生活習慣病の一つである内
臓脂肪症候群の該当者及び予備軍の
減少に着目した健診を実施する。
（対象者）
・40歳以上の国保被保険者
・後期高齢者医療被保険者

医療費適正化

【ジェネリック医薬品利用促進】
（国保）
ジェネリック医薬品に切り替えた場合
に、自己負担額が一定額以上削減す
る方に、差額通知を送付する。

【糖尿病性腎症重症化予防対策】
（国保・後期）
糖尿病性腎症等の通院患者のうち重
症化するリスクの高い方に対する保
健指導を、国保と後期において切れ
目なく実施する。

データヘルス計
画の中間評価

・令和６年４月に「蕨市国民健康保険
第２期データヘルス計画」（令和６～１
１年度）を策定。
・令和８年度においては中間年度にあ
たるため、事業の目的・目標の達成に
向けた中間評価を実施する。



令和８年度　課長方針

部課 所長

目標

各種事業を通じて各地域団体の連携を図り、住みよ
い地域づくりを進める。

・「親子ふれあい会」などの親子や地域の交流を図る
事業の実施
・子ども実行委員の育成及び活動の場の充実

コミュニティ委員
会活動

コミュニティかわら版の発行、青少年
健全育成をはじめ、各種の関連事業
などを行い、コミュニティ活動を推進
する。

青少年の健全育
成

「親子ふれあい会」などを通して親子
や地域住民同士の交流を図る事業を
行う。

市民生活部　中央コミュニティ・センター 成田　慎治

課の運営方針

・中央地区の各町会や各種地域団体、関係機関と連携を図り、コミュニティ活動を進める。
・親切で公正・正確な窓口対応を目指す。
・安全できれいな施設管理を目指す。
・将来を見据えた施設や事業の運営をはじめ、団体との接点などの在り方・方向性について検討を重ねる。

主要事業

事業名 事業内容



令和８年度　課長方針

部課 所長

目標

多くの勤労青少年が利用できるように、情報の発信
など工夫をしながら運営をする。

勤労者福祉の充
実

勤労青少年を対象とした余暇活動、
趣味活動、仲間づくりの支援として、
施設の貸し出しを行う。

市民生活部　勤労青少年ホーム 成田　慎治

課の運営方針

・さわやかで正確な対応、安全、きれいな施設管理を行う。
・職員間の情報を整理・共有化する。
・将来を見据えた施設や事業の運営をはじめ、利用者・団体との接点などの在り方・方向性について検討を重ね
る。

主要事業

事業名 事業内容



令和８年度　課長方針

部課 所長

目標

誰もが楽しめる塚越地区のイベントとして開催し、ま
つりを通じて交流の中から郷土愛を育むとともに、
住民の地域デビューの契機を促す。

地域住民や団体が事業主体の一員として参加し、平
和に対する様々な事業を通じて、幅広い世代の方た
ちに平和の尊さ・大切さ、平和を愛する心を育む。

男女の人権が尊重され、社会経済情勢の変化に対応
できる豊かで活力ある地域社会の実現を図る。

地域の憩の場を確保するとともに、会員同士の交流
を深め、住みよい地域づくりを推進する。

事業名 事業内容

市民生活部　塚越コミュニティ・センター 岡本　啓太郎

課の運営方針

・各種住民サービスの質的向上を図りながら、創意、笑顔、協働、効率な業務を遂行し、地域住民の親近感と信
頼関係を育むコミュニティ・センターとする。
・コミュニティ事業を通じて、地域住民の交流と連携の強化を進める。
・塚越コミュニティ委員会の３つの重点目標（「安全で安心して住める地域づくり」、「地域で子どもを見守り育
む」、「男女共同参画まちづくり」）を地域住民と協働で推進し、市民生活の場における人間相互の連携と融和の
意識高揚を図り、地域の愛着を高める。

主要事業

花いっぱい運動
塚越コミュニティ花壇に、年間を通じ
て様々な花苗や球根等を植える。

蕨市民公園桜ま
つり

地域住民が企画・運営し、各団体等の
催しを通じて、市民交流と郷土愛を
育む。

平和事業
平和に関する様々な催しをコミニティ
委員会が中心となって実施し、平和
の大切さを地域ぐるみで考える。

男女共同参画講
演会

男女が個性と能力を十分に発揮でき
る社会を地域住民で学び、推進する。



令和８年度　課長方針

部課 所長

目標

各種事業を通じて、子どもから高齢者までの幅広い
世代の地域住民が地域に愛着を持ち、お互いに協力
し合える安全で安心な住みよい地域づくりを進める。

コミュニティ委員会を中心に風水害や地震災害など、
ケースごとの災害に、より実践的に対応できるように
なるための効果的な事業を実施することで、地域の
安全安心への取り組みが向上するよう努める。

コミュニティ委員
会活動

コミュニティだよりの発行、地域防犯
パトロールの実施、新入学を祝う集い
の開催、子ども会育成連合会南町支
部・スポーツ協会南町支部の活動支
援などを行い、南町地区のコミュニ
ティ活動を推進する。

防災関連事業
地域防災の推進を図るため、南っ子
防災キャンプや地区防災訓練などの
防災事業を実施する。

市民生活部　南町コミュニティ･センター 萬年　祐次

課の運営方針

・南町コミュニティ委員会による防災防犯活動や青少年活動支援、地域連携事業などを通じて地域住民と協力
し合い、地域に根ざした親しまれるコミュニティ・センターを運営していく。
・きれいで安全な使いやすい施設にするため、管理、環境整備に努める。
・地域住民が気軽に楽しく利用できる環境づくり、親切・丁寧・正確な窓口及び電話対応を行う。また、業務遂行
にあたり、問題意識を高く持ち、地域のニーズに応えるべく先を見据えた対応に努める。

主要事業

事業名 事業内容



令和８年度　課長方針

部課 所長

目標

コミュニティ委員会と地域住民、各団体と連携して住
民主体の事業を実施することにより、地域力の発揮
と拡大、コミュニティ委員会の活性化を図る。

ジュニアリーダー会の活動を支援し、青少年の健全育
成を図るとともに、社会活動の場の提供を促進する。

・工事施工状況の確認及び把握等を着実に行い、所
定の工期内での完成を目指す。
・現在の両施設の機能を円滑に移行し、効率よく施設
を利用できるよう移転後の運営についての検討を行
う。

事業名 事業内容

市民生活部　錦町コミュニティ・センター 荒川　恵子

課の運営方針

・基本理念「子どもから高齢者まで、あらゆる世代の人々が集い、交流し、学び、絆を紡ぐひろば」のもと、地域
住民に愛され親しまれる地域コミュニティの核となる施設運営を行う。
・安全で安心して利用できる施設、利便性の高い施設として管理・運営を図る。
・錦町コミュニティ委員会の活動を通じて地域住民と協力し、住み良い地域社会を目指す。
・老人福祉センター松原会館との複合施設移転整備に向けて、関係各所と連携を図り円滑に進める。

主要事業

コミュニティ委員
会活動

錦町地区の関係団体、関係機関と連
携し、平和事業や子どもの見守り活
動を行いコミュニティ委員会活動を
推進する。

青少年健全育成
事業

ジュニアリーダー会の育成、西小学校
３年生一泊キャンプなど、錦町地区青
少年健全育成推進委員会と協働し
て、地域ぐるみで青少年の健全育成
を図る。

施設整備事業
老人福祉センター松原会館との複合
施設として移転整備を進める。



令和８年度　課長方針

部課 所長

目標

北町地域で新小学１年生になる子どもたちを地域で
お祝いする。コンサートを通じ、地域の人々の世代を
越えた交流が生まれ、地域の活性化につながってい
くことを期する。

地域の憩の場を確保するとともに、防犯等の二次的
効果を生み、住みよい地域づくりを推進する。

お祭りを通じて地域の活性化を図ることはもちろん
のこと、北町地域の様々な方・団体が一堂に会し、イ
ベントの企画・運営をすることで連携を深め、地域コ
ミュニティの強化や生涯学習の推進を図る。

事業名 事業内容

市民生活部　北町コミュニティ・センター 瀬口　正浩

課の運営方針

・地域に親しまれるよう、親切・丁寧な住民サービスに努め、気軽に利用してもらえるよう、明るくきれいなコ
ミュニティ・センターとしての環境整備を図る。
・「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンⅡに掲げるとおり、コミュニティ活動への支援をはじめ、各町会や婦人会・
子ども会など、地域力を活かしたまちづくりを進める。
・公民館・体育館・児童館の複合施設である当センターの特性を最大限活用し、施設全体でバランスの取れた事
業を実践する。

主要事業

春が来たコン
サート

コミュニティ委員会をはじめ、北町地
域の皆さんが企画するコンサートを
通して、新小学1年生児童をお祝いす
る。

花いっぱい活動
北町コミュニティ広場の一角にある
花壇に、年間を通して様々な花を植
える。

北町コミュニティ
祭り

公民館・体育館・児童館の利用団体や
子ども会、地域女性団体等が一体と
なって、日頃の学習成果発表会や模
擬店出店、子ども向けイベント等を行
う。


